
令和7年1月17日

第1回 日南町議会臨時会議案

日 南 町



議案第1号 

 

 

日南町税条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、日南町税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

令和7年1月17日提出 

 

 

日南町長  中村 英明 

 

 

日南町税条例の一部を改正する条例 

 

 日南町税条例（昭和45年条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

第2章 普通税 

第1節 町民税 

(寄附金税額控除) 

第34条の7 (略) 

2・3 (略) 

4 法第314条の7第1項第4号の条例で定める住

民の福祉の増進に寄与する寄付金は、鳥取県

税条例（平成13年鳥取県条例第10号）第24条

の4第4項に規定する寄付金のうち、次の表に

掲げる法人に対する同表の右欄に定める期間

内に支出された寄付金とする。 

 

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

特定非営利活

動法人鳥取県

自閉症協会 

鳥取市瓦町

601番地 

令和7年1月 

1日から 

令和11年12月

31日まで 

略 

 

 

 

第2章 普通税 

第1節 町民税 

(寄附金税額控除) 

第34条の7 (略) 

2・3 (略) 

4 法第314条の7第1項第4号の条例で定める住

民の福祉の増進に寄与する寄付金は、鳥取県

税条例（平成13年鳥取県条例第10号）第24条

の4第4項に規定する寄付金のうち、次の表に

掲げる法人に対する同表の右欄に定める期間

内に支出された寄付金とする。 

  

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

特定非営利活

動法人鳥取県

自閉症協会 

鳥取市瓦町

601番地 

令和2年1月 

1日から 

令和6年12月

31日まで 

略 

 
 

備考 改正部分は下線の部分である。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。 

 （経過措置） 

2 この条例の施行の日前に改正前の日南町税条例第34条の7第4項に規定する特定非営利活動法

人鳥取県自閉症協会に対して支出した寄附金については、同項の規定は、なおその効力を有す

る。 



議案第2号

令和6年度日南町一般会計補正予算（第8号）

令和6年度日南町の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,253,523千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」
による。

令和7年1月17日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

14 国庫支出金 484,126 45,115 529,241

2 国庫補助金 280,714 45,115 325,829

18 繰入金 620,303 1,241 621,544

2 基金繰入金 620,303 1,241 621,544

歳               入               合               計 7,207,167 46,356 7,253,523

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

3 民生費 1,050,762 46,356 1,097,118

1 社会福祉費 733,466 46,356 779,822

歳               出               合               計 7,207,167 46,356 7,253,523

2  (一般会計)





令和6年度日南町一般会計補正予算（第8号）に関する説明書



１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

14 国庫支出金 484,126 45,115 529,241

18 繰入金 620,303 1,241 621,544

　　　　 歳          入          合          計 7,207,167 46,356 7,253,523

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

3 民生費 1,050,762 46,356 1,097,118 45,115 1,241

 歳     出     合     計 7,207,167 46,356 7,253,523 45,115 1,241

一 般 財 源

2  (一般会計)



２　歳　入

（款） 14  国庫支出金                              （項） 2  国庫補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  3 民生費国庫補助金 22,966 45,115 68,081   1 社会福祉費補助金 45,115 新たな非課税世帯・均等割世帯に対

する給付金 45,115

　 　　計 280,714 45,115 325,829

（款） 18  繰入金                                  （項） 2  基金繰入金

  1 財政調整基金繰入金 601,080 1,241 602,321   1 財政調整基金繰入金 1,241 財政調整基金繰入金 1,241

　 　　計 620,303 1,241 621,544

3  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　歳　出

（款） 3  民生費                                   （項） 1  社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 社会福祉総 358,815 46,356 405,171 45,115 1,241  10 需用費 68 民生一般管理事務（福祉保健課） 46,356  

務費  11 役務費 220

 18 負担金補助及 53,068

び交付金

 19 扶助費 △7,000

　計 733,466 46,356 779,822 45,115 1,241

節

一般財源

4  (一般会計)



・・・ 1

一 般 会 計

令和7年１月　日南町議会臨時会

補正予算説明附属資料

福 祉 保 健 課



03 款　民生費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 54,529 14,983 0 960 38,586

補　正　額 46,356 45,115 0 0 1,241

補正後の額 100,885 60,098 0 960 39,827

○ 事業説明

　（対象見込）

　　非課税世帯 722世帯

＊基準日：R6.12.13

　　こども加算 20人 (H18.4.2以降に生まれた18歳以下の者)

　（対象見込）

　　日南町民全員 3,876人

＊基準日：R7.1.17

今後のスケジュール（予定）

　　1月17日：本事業予算議決

　　1月下旬：給付金（ポイント）支給 ＊ポイント有効期限　R7.7月末

○ 執行経費

・需用費（印刷製本費） 68 千円

220 千円

・補助金（非課税世帯給付金） 21,660 千円

400 千円

・補助金（日南町物価高騰応援金） 31,008 千円

・扶助費（新たな非課税世帯給付金精査による減額） △7,000 千円

○ 財　　源

15,348 千円

29,767 千円

(R6年12月13日時点で日南町に住民登録のある世帯を抽出）

(R6年12月1日時点で日南町に住民登録のある方を抽出）

②物価高騰対策として、日南町民全員に対し一律8,000円を給付し支援を行う。迅速に
支援を届けるため、プッシュ型でたったもポイントの付与による給付を行う。

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（推進事業）

3,876人×8,000円

こども加算20人×20,000円

722世帯×30,000円

・役務費（郵券料）

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠）

1270　民生一般管理事務
(福祉保健課)

福祉保健課

令和6年度 一般会計補正予算(第8号)説明資料

01 項　社会福祉費

01 目　社会福祉総務費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

①低所得世帯の物価高の影響への支援として、住民税非課税世帯一世帯当たり3万円の給付と、そ
の子育て世帯についてはこども一人当たり2万円を加算して給付する。なお、迅速に支援を届ける
ため、プッシュ型でたったもポイントの付与による給付を行う。
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